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平成２６年流山市教育委員会議第１１回定例会会議録 

 

１ 日 時   平成２６年１１月２１日（金曜日） 

開会  午前 １０時０５分 

閉会  午後 １２時２８分 

 

２ 場 所   流山市役所 ３０３会議室 

 

３ 出席委員  委 員 長    奈良 文雄 

        委員長職務代理者 小林 晃一 

委   員    若松  文 

委   員    井上 菊夫 

教  育  長    後田 博美 

 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 傍聴者   １人 

 

６ 出席職員  学校教育部長           鈴木 克已 

学校教育部次長兼学校教育課長   田村 正人 

教育総務課長           武田  淳 

指導課 教育研究企画室長     濱崎 祐子 

生涯学習部長           直井 英樹 

生涯学習部次長兼生涯学習課長   戸部 孝彰 

公民館長             玉田 雅則 

図書・博物館長          小川  昇 

         

７ 事務局職員 教育総務課長補佐兼庶務係長    大作 正巳 

教育総務課庶務係主査       矢代  薫  

 

８ 議案等 

（１）議案 

第２５号 流山市教育費補正予算案について 

第２６号 流山市いじめ防止対策推進条例の原案について 
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第２７号 流山市文化芸術振興条例の原案について 

第２８号 指定管理者の指定の原案について 

   報告  

第１６号 臨時代理の報告について（教育委員会表彰） 

   第１７号 臨時代理の報告について（和解及び損害賠償の額の決定） 

 

９ 議事の内容 

（開会 午前１０時０５分） 

奈良委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良委員長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただいまから、平成２６年流山市教育委員会議第１１回定例会を開会しま

す。 

本日の教育委員会議を傍聴したい旨、１名の方から申し入れがあります。委

員長として、これを許可したいと思います。 

 

まず、平成２６年流山市教育委員会議第１０回定例会の会議録をお配りして

おりますが、御意見、御指摘がございますか。 

 

（一部修正の指摘あり） 

 

 会議録につきましては、修正のうえ承認ということにします。 

続きまして、教育長報告をお願いします。 

 

 それでは、前回の教育委員会議以降について、日時順にご報告させていただ

きます。 

① １０月２２日（水）、１０月２３日（木）流山市小中学校音楽発表会が

開催され、各学校の音楽部、吹奏楽部が中心となって発表しました。市

内小中学校の音楽活動が、年々向上していることを感じました。何より

も多くの児童・生徒が取り組んでいることを嬉しく思いました。 

 

② １０月２４日（金）平成２６年度流山市教育委員会指定の公開研究会が、

流山市立東部中学校で開催されました。「命の大切さを考える力をはぐ

くむ指導方法の工夫」をテーマとして、研究授業を展開しました。  

 

③ １０月２５日（金）附属幼稚園の運動会に出席しました。園庭いっぱい

を使って、練習したことをしっかり発表していました。田邊園長先生を
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中心に先生方の頑張りがよくわかりました。 

 

④ １０月２９日（水）流山市教育委員会の計画訪問を八木中学校、１１月

６日（木）西初石中学校で開催しました。１時間１時間の目標設定や教

材教具の活用があり、両学校の生徒とも授業に集中した様子が伺われま

した。八木中学校では、一人一人の生徒のデータを基に個別指導を行っ

ており、夏期休業中に１８日間補修を行ったそうですが、冬休みも生徒

の要望があると伺いました。他校にも基礎学力の向上への取り組みを紹

介していきたいと思います。 

 

⑤ １０月３０日（木）、１１月５日（水）第８回流山市小学校ミニバスケ

ットボール大会が開催されました。結果は、男子が流山北小学校、女子

では東小学校が、優勝しました。今年も、さらに学校間の力の差がなく

なり、接戦が多かったように思います。 

 

⑥ １１月２日生涯学習センターで、第１２回流山市少年少女俳句大会が開

催され、今年度は、３，７４８名、８，７５０点の応募があり、優秀作

品がそれぞれ表彰されました。小学校の市長賞の句は、東小２年の寺西

幸咲さんの「おはようのえがおいっぱい日やけの子」、中学生の市長賞

の句は、八木中２年の渡辺雄史君の「きつつきの巣づくり森に響く朝」

が選ばれました。 

 

⑦ １１月４日(火）流山市教育功労賞表彰式が開催され、八木北小 平澤

光雄校長、東深井小 田嶋久美子校長、北部中 村上国弘校長が受賞さ

れ、市長より表彰されました。また、同日、流山小 北口倫也校長、八

木南小 眉山俊裕校長、小山小 杉浦 明校長が、千葉県教育功労表彰

を受賞されました。 

 

⑧ １１月６日(木）松戸酒類業懇話会主催の未成年者飲酒防止キャンペー

ンが、流山おおたかの森駅で行われ、出席しました。 

 

⑨ １１月１１日（火）南流山小学校で、流山市教育委員会指定の公開研究

会を開催いたしました。内容は、外国語活動への取り組みです。同校は、

市内各学校に先駆けて、平成１１年から外国語活動に取り組んできまし
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奈良委員長 

 

 

 

奈良委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良委員長 

 

 

 

た。今回、市の指定２年目が終了し、新たに文部科学省の指定を受けた

ことに伴い、今後、英語活動として、研究していきたいとのことです。 

 

⑩ １１月１４日、市役所で平成２６年度永年勤続表彰式を開催しました。

永年勤続表彰は、３０年勤続をもとに、市内３０名の教職員が受賞しま

した。 

 

⑪ １１月１５日（土）、１１月１６日（日）流山市生涯学習センターで、

市内小中学校図画工作・読書感想文の展覧会が開催され、多くの方々に

参観いただきました。 

  教育委員の先生には、お忙しい中、多くの行事にご参観いただき、励ま 

しの言葉をいただきまして、ありがとうございました。 

今後の予定としては、第 4 回の定例議会が１１月２７日より、開会されます。 

以上です。 

 

 ただいまの教育長報告に関しまして、御意見等ありましたらお願いします。 

 

  （特になし との声あり） 

 

 それでは以上で教育長報告を終了します。 

これより、議事に入りますが、議案第２５号から２８号は、市長に対する意

見の申出を必要とする事項です。また、報告第１６号第１７号は個人に関する

情報が含まれています。 

よって、この案件につきましては、流山市教育委員会会議規則第１３条第 1

項の規定により、非公開とし、本日の議事日程につきまして当該案件を同会議

規則第１０条第１項の規定により、各課等報告の後に繰り下げることとしたい

と思いますが、御異議ありませんか。 

 

 （異議なし との声あり） 

 

御異議なしと認めます。 

これらの議案につきましては非公開とし、各課等報告の後に審議します。 

それでは、議事に入ります。 

各課等報告を教育総務課からお願いします。 
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教育総務課長 

 

学校教育課長 

 

教育研究企画

室長 

生涯学習課長 

 

公民館長 

 

図書・博物館

長 

 

奈良委員長 

 

小林職務代理

者 

教育総務課長 

 

小林職務代理

者 

 

教育総務課長 

 

 

 

小林職務代理

者 

学校教育部長 

 

小林職務代理

者 

 

 

（小山小学校校舎増築計画について報告） 

 

（小中学校給食費の改訂について報告） 

 

（科学作品展について） 

 

（地区のつどいについて） 

 

（３校合同ふれあいコンサート、増田太郎「心の握手」コンサートについて） 

 

（企画展について） 

 

 

以上の各課等報告への質疑、意見等ありますでしょうか。 

  

 小山小学校の増築で、学童クラブは何人を想定していますか。 

 

 この面積から計算すると、１１６人です。 

 

 クラスを２つに分けなくていいのですか。他の学校の学童も２つに分けてや

っていると思いますが、小山小学校は大丈夫ですか。 

 

 小山小学校については、既存の学童が学校内に第１学童としてあります。ま

た、駅の近くに１階店舗に第２学童があり、その他に第３学童として運営して

いくものです。 

 

 駅前の学童は、遊ぶところもないのでやめた方がいいと思います。 

 

 子供の数と相談しながら、今後市長部局と検討していきたいと思います。 

 

 校舎増築の裏の林には子どもは入れない状況ですか。 
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教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

小林職務代理

者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

学校教育部長 

 

 

 

 

 

小林職務代理

者 

 

既存樹木として残しており、ここにはビオトープがあり、放射能の問題があり、

立ち入りを禁止していましたが、除染が終わり、教師引率の場合は中に入って

いいという状況となりました。 

 グラウンドは現在１５０メートルのトラックが確保されていますが、狭くな

りますので、既存樹木というよりは、グランドの機能として拡幅していかない

とこれだけの児童が増加している中では、グラウンドが狭隘化していますの

で、市長部局と拡張について相談していきたいと思います。 

 

 樹木は残した方がいいのですが、学校の中に藪のような子供が簡単に入れな

いところがあるというのは好ましくないと思います。学校というのは、先生た

ちの目が通るような状態にしなくてはいけないと思います。木はあってもいい

が、外から子どもがいることが分かるような工夫をした方がいいと思います。 

次に、給食費の改訂の問題で、消費税というのは原材料に消費税がかかるの

で値上げするということをきちんと説明しないと、給食費に消費税がかかって

いるという錯覚を起こすのではないかと思います。 

もう一つは、１０％に上がった時には、軽減税率が導入される可能性が非常

に高いと思いますが、その場合、ほとんどの学校給食で使われる食材には軽減

税率の対象になる可能性が高いと思います。今の段階から、１０％に上がった

ので給食費がこれだけ上がるということを外部に予告しない方がいいのでは

ないかと思います。 

 

最近になって、軽減税率の話も出てきましたので、保護者に対する通知は年

明けで考えています。またその時点でそういったことも含めて保護者に伝えら

れるようにしたいと考えています。 

 

給食費を改定せざるを得ないという話は、解散や消費税増税の先送りなどの

前から予定していたので、想定の金額を入れていたのですが、軽減税率なども

考えると金額を今から設定することはとても難しいので、金額は示さないとい

うことにしました。 平成２９年４月１日に予定されている消費税増税の時に

は上げなくても済むかもしれません。 

 

上げずに済むかもしれないということを伝えながら説明した方がいいと思

います。 
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若松委員 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

若松委員 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

奈良委員長 

 

学校教育課長 

 

奈良委員長 

 

 

 

 

 

 

学校教育部長 

 

 

 

学校教育課長 

 

給食費の改訂の説明で、「なるべく安価な食材を購入する努力をして下がっ

た」ということですが、最近食の安全ということで、輸入食材を多く使ってい

る教育委員会について話題になっていますが、流山市の場合はどうですか。 

 

どうしても輸入野菜の部分はありますが、中国野菜や遺伝子組換え食品は使

っておりません。 

 

そういった質の高い給食を提供しているということと、質を維持するために

給食費を上げざるをえないといことも併せてお知らせした方がいいと思いま

す。野田市さんは終業式まで給食があるということで、流山市は給食が終わる

のが早いという話を聞くのですが、子どもは家の御飯が楽しみということも分

かるのですが、最近は給食が長い方がいいと思われている親御さんも多いの

で、値上げの時にあと１～２回増やす余地があればありがたいと思うのです

が。 

 

回数の増加については厳しい状況です。 

 

野田市は自校方式ですか。 

 

両方あります。 

 

自校方式の場合は学校が終了すると、給食室を閉鎖するので、職員がきちん

と洗って保管し、始まるまでの安全性について考えると日にちが必要なのでは

ないかと思います。勤務体制の問題もあるのではないかと思います。 

 牛乳を出さない地域があると聞きますが、値上げの問題で牛乳を減らしたら

などということで相殺する話が出てこないとも限らないと心配しているので

すが、牛乳は子どもたちにとっていいものだと思うのですが。 

 

 栄養士に確認すると、国で定める給食の摂取基準を満たすには、牛乳は欠か

せないもので、非常に栄養価値の高いものであるため、それを補うための工夫

はかなり大変だと聞いています。 

 

 先日記事に出ていたのは、週何回か業間休みに牛乳を飲ませている学校があ

るということがあり、そこで全体の摂取基準を満たしているということです。 
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若松委員 

 

 

奈良委員長 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

奈良委員長 

 

 

 

奈良委員長 

 

 

 

 

 

 

奈良委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 タイでは業間休みや朝、乳酸飲料を飲ませているところが多いです。朝欠食

の子がいたりするので、業間までに少し栄養を補給するということです。 

 

 朝食を抜いてくるからといって、私立ですが、遠方からくるということもあ

り、朝食の給食を出したところもあるのですが、公的なところでは果たしてど

うなのかと思いますが。 

 

 基本的には朝食はきちんと食べてくるようにと保護者に啓発活動をするこ

とが大切で、抜いてくることを想定しては対応していません。 

 

 他にご意見はございますか。 

 

（特になしとの声あり） 

 

それでは、各課等報告を終了します。 

 

続きまして、先ほど非公開と決定しました案件の議事に入ります。 

 傍聴人の方は退席をお願いいたします。 

 

 （傍聴人退席） 

 

 議案第２５号「流山市教育費補正予算案について」 

教育総務課長、生涯学習課長の説明後、審議に入り、原案どおり可決された。 

［主な質疑］ 

（問）南流山小学校の用地取得の債務負担行為の内容について 

（答）国費の社会資本総合交付金で１/２が充当される予定だが、補助年度は

来年度を予定しているので、先に今年度土地開発公社で用地を先行取得す

るための事務費、年利がかかる。来年度国費が入れば来年度一括して土地

開発公社から買い戻し、十分に入らない場合は２８年度に先送りするか、

用地を１/２ずつ２か年で買うか、国の補助金の充当率等を勘案しながら

検討していく。 

（問）市街地中学校整備事業の補正予算の減額した額はなぜこんなに大きいの

か。予定していたものを買わなかったのか。 
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（答）予算の時点では見積をとり必要なものを必要なだけ予算化したが、今回

の発注にあたり、業者間で競争性を持たせる工夫をして発注したので、も

のによっては減額が多かったということである。必要なものは全て購入し

ている。 

（問）文化財事業補助金の補正予算で、国、県からの補助金は事業が増加した

ら自動的に増えるのか。 

（答）国、県の当初見込んでいた調査面積が大幅に増えたので国、県の予算の 

範囲内で出た数字である。 

 

議案第２６号「流山市いじめ防止対策推進条例の原案について」 

 学校教育部長の説明後、審議に入り、原案どおり可決された。 

［主な質疑］ 

（問）条文の中に「市」とあるが、市長なのか、教育委員会なのか。 

  行うのは教育委員会なのか、市長なのか明確ではないところがいくつか 

あるが、市の定義をはっきりさせといたほうがいいと思うがどうか。 

（答）市は流山市を指し、教育委員会では規則までであり、条例は作れないの 

で、条文の中で言う市とは流山市であり、最終責任者は市長である。 

（問）第１条にいじめを受けた児童等の人権に対する対策となっているが、い

じめをする側の教育的配慮、教育的責任について言及がないのはどうか。 

（答）第１３条にいじめを行った児童等に対する指導、その保護者に対する助 

  言等について、示しており、基本的にはいじめの予防が非常に大切だと考 

える。 

  条例によりいじめの定義をはっきりさせ、いじめに対する対応が明確に 

なってきたと考えられる。責任の明確化をするとともに、方策については

方針を作り、事例検証して作っていくことになる。 

（問）基本理念にいじめている子どもへの教育的配慮、未熟である子どもの健 

全育成は等しくどの子にも必要だという内容を入れるべきだと思う。 

いじめられた側が人格形成に重大な影響を受けるのも当然だが、いじめた

側の人格形成にも大きな影響を及ぼすということを言ってもいいのでは

ないか。 

（答）これから策定する基本方針に意見を活かしたいと思う。 

 

議案第２７号「流山市文化芸術振興条例の原案について」 

  生涯学習部長の説明後、審議に入り、原案どおり可決された。 
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奈良委員長 

 

井上委員 

 

 

 

学校教育部長 

 

 

 

 

 

 

（問）平成２１年に我孫子市で条例が制定されたということだが、近隣市で他 

に制定した市はあるか。 

（答）流山市は千葉県で２例目である。 

 

議案第２８号「指定管理者の指定の原案について」 

  生涯学習部長の説明後、審議に入り、原案どおり可決された。 

［主な質疑］ 

（問）アクティオ連合体の連合体となっているのはなぜか。 

（答）おおたかの森センターと子ども図書館と学童があるので、アクティオが 

おおたかの森センター、子ども図書館についてはすばる、学童については 

NPO ライズアップが組んで応募してきた。 

 

報告第１６号「臨時代理の報告について（教育委員会表彰）」 

  学校教育部次長の説明後、審議に入り、原案通り了承された。 

 

報告第１７号「臨時代理の報告について（和解及び損害賠償の額の決定につい

て）」 

  図書・博物館長の説明後、審議に入り、原案通り了承された。 

 

   （非公開案件終了） 

 

その他協議する事項がありましたらお願いします。 

  

 新聞に「県教育委員会が教員を５人懲戒（危機的状況）」という記事があり

ましたので、先生は一般の人と違って、教える側ですので校長会などで、不祥

事は教育上よくないという観点からも、周知徹底をお願いしたいと思います。 

 

 校長会、教頭会に毎回出ており、必ず不祥事防止という観点から、様々な事

例をあげながら指導しています。学校でもモラルアップ委員会などでロールプ

レイングをしながら研修して取り組んでいますが、さらに充実させていきたい

と思います。 
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後田教育長 

 

 

 

若松委員 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育部長 

 

 

 

奈良委員長 

 

 

 

奈良委員長 

 

教育総務課長 

 

 

奈良委員長 

 

 

 

 

 

 

昨年との同月比では、先月と今月で１０件になり危機的状況ですので、不祥事

防止月間にもなり私たちも校長会、教頭会で様々な事例をあげながら発生しな

いように努力しており、今後も続けていきます。 

 

 子供たちの自転車事故について、自転車の乗り方が変わり、小学生は歩道を、

大人は車道を走らなければいけなくなったが、歩道を自転車で走るということ

で、子どもが加害者になるような事例があるので、子どもの保険加入も踏まえ

て、保護者に安全に運転する意識を高めることを伝えた方がいいと思います。 

 子どもが気を付けていても、相手に過失があって自分が加害者の立場になっ

てしまうようなこともあるので、気をつけるよう対策を講じた方が良いのでは

ないかと思います。 

 

 学校では、小学校で交通安全指導を行っていますが、さらに充実させるよう

校長会などで話をしていきたいと思います。 

 保険については、もう少し研究したいと思います。 

 

  他にございますか。 

  

 （特になし との声あり） 

 

ないようですので、次回の教育委員会議について、事務局からお願いします。 

 

次回の教育委員会議は、１２月２５日（木）、午前１０時からとしたいと思

いますが、いかがでしょうか。場所については、後日お知らせします。 

 

次回の教育委員会議は、１２月２５日（木）、午前１０時から開催すること

とします。よろしくお願いします。 

それでは、平成２６年流山市教育委員会議第１１回定例会を終了します。 

ありがとうございました。 

 

 

（閉会 午前１２時２８分）       

 


